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ASV 使用に関する日本呼吸器学会のステートメント

心不全患者に対する SERVE-HF 試験のプレス発表（2015 年 5 月），2015 年 9 月の SERVE-HF の論文の発
表にて，adaptive servo ventilation（ASV）使用群の左室駆出率（left ventricular ejection fraction：LVEF）
≦ 45％の中枢性無呼吸優位患者において，主要評価項目には有意差がないが，副次項目である全死亡率，心
血管死亡率いずれもが対照群と比較して有意に高いと発表された1）．本論文発表後，ASV 使用群の機器使用
時間の短さ，ASV 群と対照群における治療のクロスオーバーの多さ，使用 ASV 機種が旧機種であり，最低
限でも補助圧（pressure support）が 3 cmH2O かかるなどが指摘され，その解釈や対応については一定して
いない．このような背景のもと，日本循環器学会と日本心不全学会は共同ステートメントとして「心不全症
例における ASV 適正使用に関するステートメント（第 1 報），（第 2 報）」を公表している2）3）．

ASV は換気補助が可能なので，非侵襲的陽圧換気（noninvasive positive pressure ventilation：NPPV）
の一機種として承認されていた．しかしながら，ASV は心不全患者における中枢性睡眠時無呼吸を伴う
チェーンストークス呼吸に対する治療装置として開発され，さらに海外での先行研究の結果に基づき，心不
全患者を中心とした，主な睡眠呼吸障害が中枢性睡眠時無呼吸である患者群に使用されてきた．さらに本邦
では高度のうっ血を有する心不全患者にも使用され2）3），その使用頻度は急激に増加した．

一方で，ASV は換気補助が可能な NPPV の一機種であるので主たる病態の治療に換気補助が必要な疾患
（呼吸器，神経・筋疾患等）患者に在宅人工呼吸器としても使用されてきた．

SERVE-HF 試験の論文発表，ASV の薬事承認に基づいての使用や実臨床における使用での本邦独自の多
様性，さらに 2016 年（平成 28 年）4 月の診療報酬改定の指導管理料においては ASV が持続陽圧（continuous 
positive airway pressure：CPAP）呼吸療法指導管理料に含まれていることなどから（表 1），呼吸器，神
経・筋疾患等を有する患者に対する NPPV としての ASV の使用において混乱が生じかねない状況となった．
NPPV ガイドライン（改訂第 2 版）4）を発行している日本呼吸器学会は，NPPV の一機種としての ASV の適
正使用を「ASV 使用に関するステートメント」として発表することになった．

1）本邦で使用可能であった ASV 機種は ResMed 社と Philips-Respironics 社の 2 機種であったが，2016 年
7 月から Weinmann 社製の ASV が新たに承認され，保険適用となった．承認された Weinmann 社製の ASV
の適応は同社の説明文章によると「周期性変動呼吸またはチェーンストークス呼吸（例えば心不全の場合な
ど）のある患者，および中枢型，混合型，複合型の睡眠時無呼吸の患者を治療するための治療装置」と記さ
れており，適用はほぼ睡眠時無呼吸に限定される．

2）Philips-Respironics 社製の ASV は，成人用人工呼吸器，ResMed 社製は二相式気道陽圧ユニットとし
て承認されている．同様の企業の一般的な非侵襲的陽圧換気 NPPV 機も成人用人工呼吸器，二相式気道陽圧
ユニットとして承認されている．使用目的について，Philips-Respironics 社製は「睡眠時無呼吸および呼吸
不全を有する成人患者の治療に対し，非侵襲的換気補助を行うために使用する．本品は在宅または院内で使
用する」，ResMed 社製は「本装置は医療施設および在宅における，自発呼吸のある 30 kg 以上の患者への呼
吸補助を目的として使用する」と記されているので，この 2 種類の機器は在宅人工呼吸機器，持続陽圧

（CPAP）機器（表 1）5）のいずれとしても使用可能となっているが，これらの ASV は，主たる病態が心不全
である患者に対し在宅にて使用する場合，在宅持続陽圧呼吸療法として扱う．
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表 1　在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料5）

（1） 在宅持続陽圧呼吸療法とは，睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者について，在宅において実施する呼吸療法をいう．
（2） 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1の対象となる患者は，以下の全ての基準に該当する患者とする．

ア　 慢性心不全患者のうち，医師の診断により，NYHA III 度以上であると認められ，睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ，
無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもの

イ　CPAP療法を実施したにもかかわらず，無呼吸低呼吸指数が 15 以下にならない者に対してASV療法を実施したもの
（3）在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2の対象となる患者は，以下のアからウまでのいずれかの基準に該当する患者とする．

ア　 慢性心不全患者のうち，医師の診断により，NYHA III 度以上であると認められ，睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ，
無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので，在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1の
対象患者以外にASV療法を実施した場合

イ　 心不全である者のうち，日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で，ASV
療法を継続せざるを得ない場合

ウ　 以下の（イ）から（ハ）までの全ての基準に該当する患者．ただし，無呼吸低呼吸指数が 40 以上である患者については，（ロ）
の要件を満たせば対象患者となる
（イ）無呼吸低呼吸指数（1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう）が 20 以上
（ロ）日中の傾眠，起床時の頭痛などの自覚症状が強く，日常生活に支障を来している症例
（ハ） 睡眠ポリグラフィー上，頻回の睡眠時無呼吸が原因で，睡眠の分断化，深睡眠が著しく減少又は欠如し，持続陽圧呼吸療

法により睡眠ポリグラフィー上，睡眠の分断が消失，深睡眠が出現し，睡眠段階が正常化する症例

3）呼吸器疾患，神経・筋疾患等を有する患者において，患者の肺胞低換気病態の改善を主たる目的で換気
補助として ASV を使用する場合は，在宅人工呼吸として扱う．例えば，睡眠時無呼吸または心不全が主た
る病態ではなく，夜間・日中の主に肺胞低換気（PaCO2 45 Torr 以上）に対して医師が必要と認めて ASV を
NPPV 機の一種類として使用した場合は，あくまで在宅人工呼吸として扱う．ただし，ASV 機の換気補助力
は通常の NPPV 機に比し弱いことが多く，一部機種は呼吸数の設定が自動のみであり，かつ使用症例数の報
告も少ないので，使用する場合には，軽症例にその使用をとどめるなど慎重な適用が必要である．

4）なお，睡眠障害の国際分類において，2 つ以上の睡眠呼吸障害の病態が同一個人に存在することを認め
ている6）．すなわち，ASV を含む NPPV 機器の良い適用と考えられる II 型呼吸不全あるいは睡眠関連低換気
障害患者にも睡眠時無呼吸が合併することがありうることを認めている．したがって，在宅人工呼吸を行う
患者（例：肥満低換気症候群の一部，神経・筋疾患の一部7），II 型呼吸不全の COPD の一部など）に睡眠時
無呼吸が合併することがありうるが，この場合はどちらか一方の主たる治療対象の病態に対応した機器の使
用として評価することが重要である．
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